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個人情報の取扱いに関する特記仕様書 

 

（基本的事項） 

第１条 受託者は，個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。

以下「法」という。）第２条第１項に規定する個人情報をいう。なお，行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号。以下「番号法」という。）第２条第９項に規定する特定個人情報を取り扱う場合

はその取扱いを含むものとする。以下同じ。）の保護の重要性を認識し，この契約に

よる業務（以下｢業務｣という。）の実施に当たっては，個人の権利利益を侵害するこ

とのないよう，この「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守しなければなら

ない。 

なお，本特記仕様書は，契約書，契約約款，特記仕様書その他契約書面と一体を成

し，本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは，本特記仕様書の内容

を優先して適用する。 

（個人情報の項目） 

第２条 業務に関し，受託者が取り扱う個人情報の項目は，取扱い個人情報一覧（第１

号様式）のとおりとする。 

（秘密の保持） 

第３条 受託者は，業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏ら

してはならない。この契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。 

（個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第４条 受託者は，委託者の指示又は承諾がある場合を除き，業務に関して知り得た個

人情報を，業務の目的以外の目的のために利用し，又は第三者に提供してはならない。 

（再委託の制限等） 

第５条 受託者は，業務を再委託（第三者（受託者の子会社（会社法（平成１７年法律

第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）に業

務を委託することをいう。以下同じ。）してはならない。 

２ 受託者は，業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は，再委託先の名称，

再委託する理由，再委託して処理する内容，再委託先において取り扱う情報，再委託

先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督

の方法を明確にした上で，業務の着手前に，書面により再委託する旨を委託者に申請

し，その承諾を得なければならない。 

３ 前項の場合，受託者は，再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとと

もに，委託者に対して，再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うもの

とする。 

４ 受託者は，再委託先との契約において，再委託先に対する管理及び監督の手続及び
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方法について具体的に規定しなければならない。 

５ 受託者は，再委託先に対して業務を委託した場合は，その履行状況を管理・監督す

るとともに，委託者の求めに応じて，管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告し

なければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第６条 受託者は，業務を派遣労働者，契約社員その他の正社員以外の労働者（以下，

「正社員以外の労働者」という。）に行わせる場合は，正社員以外の労働者にこの契

約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 受託者は，正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うもの

とする。 

（複製等の禁止） 

第７条 受託者は，委託者の指示又は承諾がある場合を除き，業務において取り扱う個

人情報を複製し，又は当該個人情報が記録された資料を複写してはならない。 

（漏えい，滅失等の防止） 

第８条 受託者は，業務において取り扱う個人情報の漏えい，滅失，改ざん及び毀損の

防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第９条 受託者は，この「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」に違反する事態が生

じ，又は生ずるおそれがあることを知ったときは，直ちに委託者に報告し，委託者の

指示に従わなければならない。この契約が終了し，又は解除された後においても同様

とする。 

（個人情報の消去等） 

第１０条 受託者は，個人情報又は個人情報が記録された電磁的記録媒体を消去又は廃

棄する場合は，物理的な破壊その他当該個人情報を復元不可能とするのに必要な措置

を講じなければならない。 

２ 受託者は，業務終了後又はこの契約の解除後，業務において取り扱った個人情報に

ついて，保管を要するものを除き，委託者と協議の上決定した方法により，復元不可

能な状態にして消去又は廃棄するものとする。また，当該処理の記録を書面により委

託者に対して報告しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず，受託者は，業務終了後又はこの契約の解除後，業務にお

いて取り扱った個人情報について，委託者から請求があった場合は，直ちに返却又は

引渡しをしなければならない。また，当該処理の記録を書面により委託者に対して報

告しなければならない。 

（従業者に対する教育） 

第１１条 受託者は，業務に従事する者に対して，個人情報の適切な取扱いに資するた

めに必要な教育を行わなければならない。 
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２ 受託者は，業務に従事する者に対して，法第６７条に定める義務の内容並びに法第

１７６条及び第１８０条に定める罰則の内容を周知しなければならない。 

（責任者及び業務従事者の管理体制等の報告） 

第１２条 受託者は，業務を開始する前に，責任者及び業務従事者の管理体制及び実施

体制並びに個人情報の管理の状況に関して委託者が必要と認める事項について，個人

情報の取扱いに関する管理体制等報告書（第２号様式）又は準ずる書面により委託者

に報告しなければならない。 

（監査・検査） 

第１３条 受託者は，業務に係る個人情報の取扱いについて，本特記仕様書に基づき必

要な措置が講じられていることを確認するための監査・検査に協力しなければならな

い。 

 

（第１４条の条文は，番号法第２条第８項に規定する特定個人情報を取り扱う業務を委

託する契約のみ） 

 

 （その他） 

第１４条 その他，本特記仕様書に定められていない特定個人情報に係る項目について

は「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等編）」（平成２６

年特定個人情報保護委員会告示第６号）に準じて取り扱うものとする。 
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第１号様式（第２条） 

 

取扱い個人情報一覧 

 

契 約 件 名 

 

病児・病後児保育事業委託（西部） 

 

 

上記の契約における業務に関し，受託者が取り扱う個人情報の項目は，以下のとおり

とする。 

 

・児童氏名  

・性別  

・生年月日  

・在籍施設名  

・病名  

・病気の状態  

・保護者氏名  

・住所  

・電話番号  

・世帯状況  

・就労状況 

  



5 

 

第２号様式（第１２条） 

 

個人情報の取扱いに係る管理体制等報告書（新規／変更） 

年  月  日 

八千代市長 様 

住  所                  

受 託 者                  

                      

法人その他の団体にあっては，その名称，事 

務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名 

 

 次の契約における個人情報の取扱いに係る管理体制等について，以下のとおり報告しま

す。 

１ 契約件名 

 

 

２ 個人情報の管理体制に関する事項 

管理者区分 部署名 役職名 氏名 

業務責任者    

業務従事者 
   

   

※ 記入欄に収まりきらない場合は，別紙を添付してください。 

 

３ 個人情報の保管，管理等に関する事項 

項   目 記入欄 

作 業 場 所 

（ 住 所 ） 

 

 

管 理 場 所 
（具体的に記載） 

 

個人情報等の

取 扱 規 程 

□有（写しを添付してください） 

□無 

セキュリティ 

関 連 の 認 証 

情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS），プライバシーマーク

等の認証等の取得状況を記入してください。 

□有（写しを添付してください） 

□無 
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４ 個人情報の取扱いに係る安全管理措置に関する事項 

項   目 記入欄 

組織的安全 

管 理 措 置 

□業務に従事する者以外の者に個人情報を取り扱うことのない体制とな

っている 

□個人情報の取扱いに関する特記仕様書に違反する事態が生じ，又は生

ずるおそれがあるときは，直ちに市へ報告できる体制となっている 

□その他 

 

 

 

人 的 安 全 

管 理 措 置 

□従業者へ個人情報の適切な取扱いに関する研修等を行っている 

□個人情報の保護に関する法律第６７条に定める義務の内容並びに同法

第１７６条及び第１８０条に定める罰則の内容を周知している 

□個人情報についての秘密保持に関する事項を就業規則等に定めている 

□その他 

 

 

 

物理的安全 

管 理 措 置 

□間仕切り等の設置，座席配置の工夫等により個人情報を取り扱うこと

のできる従業者以外が容易に個人情報を閲覧等できない措置を講じて

いる 

□個人情報を取り扱う機器，個人情報が記録・記載された電子媒体・書

類等を施錠できるキャビネット・書庫等に保管している 

□個人情報を取り扱う機器をセキュリティワイヤー等により固定してい

る 

□個人情報が記録・記載された電子媒体・書類等を持ち運ぶ際は，パス

ワードの設定，施錠できる搬送容器に入れる等，紛失・盗難等を防ぐ

ための措置を講じている 

□個人情報が記録された電子媒体・書類等を廃棄する際は，専用のデー

タ削除ソフトウェアの利用やシュレッダー処理等の復元不可能な手段

を採用している 

□その他 
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項   目 記入欄 

技術的安全 

管 理 措 置 

□個人情報を取り扱うことのできる機器や取り扱う従業者を限定するこ

とにより個人情報への不要なアクセスを防止している 

□外部ネットワークとの接続箇所にファイアウォール等を設置し，不正

アクセスを遮断している 

□個人情報を取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入

し，不正ソフトウェアの有無を確認している 

□メール等により個人情報を移送する際はパスワード等による保護を行

なっている 

□その他 

 

 

 

※個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）における講ずべき安全

管理措置の手法例を抜粋したものであり，例示の全てを講じなければならないわけでは

ありません。 

 

５ 個人情報に関する事故発生時の報告体制に関する事項 

区   分 電話番号 担当者氏名 

八 千 代 市 
 

 

 

 

受 託 者 
 

 

 

 

※ 報告体制図等を定めている場合は，添付してください。 

 

６ 再委託に関する事項 

項   目 記入欄 

再 委 託 の 

有 無 

□有（再委託承諾申請書を提出してください。） 

□無 

 

７ 変更の内容及び理由 

 

 

 

※ 報告内容から変更が生じた場合は，変更の内容及び理由を記載してください。 


